
Ⅱ 県内経済や県民生活の回復に向けた施策 

１ 県内経済を守る施策 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

 

43 

 

 

 

 

 

中小企業者等向け

セーフティネット

資金（新型コロナ

ウイルス対応枠） 

 

 

 

 

178,875 
 

令和３年４月に創設したセーフティネ

ット資金「新型コロナウイルス対応枠」に

ついて、新型コロナウイルス感染症の影

響の長期化を踏まえ、引き続き保証料率

の引き下げを行い、中小企業者等の資金

繰りを支援 

 ［融資枠］ 

   50億円 

 ［資金使途］ 

   設備資金、運転資金 

※制度融資の既往債務の借換も可 

 ［融資期間］ 

   12年以内 

（据置期間３年以内を含む） 

 ［融資限度額］ 

      8,000 万円 

 ［融資利率］ 

   年 1.10%（責任共有外） 

年 1.25%（責任共有） 

 ［保証料率］ 

   年 0.30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
商工労働部
[中小企業課] 

　   　 　（予算額の内訳）

保証料補給 178,875

現年度分 23,850

基金積立分 155,025



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

 

44 

 

 

 

 

 

新型コロナウイル

ス感染症対応資金

（中小企業者等向 

け） 

 

 

 

95,253 

 

 

令和２年度に融資した新型コロナウイ

ルス感染症対応資金について、新型コロ

ナウイルス感染症の影響の長期化を踏ま

え、返済計画の見直しが必要となった場

合の利息の一部や保証料を支援 

［支援内容］ 

  ①国庫補助制度分 

  据置期間を借入から３年以内の

範囲内で延長可能とするとともに

融資期間を 12年以内の範囲内で延

長可能とし、据置期間の延長に必

要となる利息と保証料を補助 

  ※利息は当初３年間に限る 

   ※据置期間を３年以上としている

場合は対象外 

  ②県単独制度分 

    据置期間３年以内、融資期間 12

年以内の範囲内で変更可能とし、

必要となる利息と保証料を補助 

   ※利息は当初３年間に限る 

   ※Ｒ２に積立済みの基金の枠内で

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
商工労働部
[中小企業課] 

 

　   　 　（予算額の内訳）

①国庫補助制度分 95,253

保証料 82,000

利息 13,253



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

 

45 

 

 

 

新型コロナウイル

ス感染症対策資金

（農業者、漁業者

向け） 

 

制度創設 

 

令和３年４月に創設した「新型コロナ

ウイルス感染症対策資金」について、新型

コロナウイルス感染症の影響の長期化を

踏まえ、引き続き実施し、農業者、漁業者

の資金繰りを支援 

 ［融資枠］ 

  ・農業者 ２億円 

  ・漁業者 １億円 

 ［資金使途］ 

 運転資金  

 ［融資期間］ 

     15年以内 

（据置期間３年以内を含む） 

 ［融資限度額］ 

   前３か年のいずれかの年と比較し

て、年間販売額・年間水揚金額の減少

額または減少見込額（1,200 万円を限

度） 

   ※令和２年度新型コロナウイルス感

染症対策資金または令和３年度新

型コロナウイルス感染症対策資金

の利用者は、当該資金の積算対象

期間以降における販売額・水揚金

額の減少額又は減少見込額 

 ［融資利率］ 

・農業者 年 0.1％（ＪＡしまねの支

援により当初５年間は無利子） 

・漁業者 年 0.1％ 

 ［保証料率］ 

・農業者 年 0.2％ 

・漁業者 年 0.71％～1.09％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産部 
[農業経営課] 

[沿岸漁業振興

課] 

 



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

 

46 

 

 

 

水田農業経営安定

推進対策 

 

 

140,750 
［うち補正］ 

79,250 
 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り主食用米の需要量が減少し、米価が下

落していることから、農業経営を継続・安

定させる取組を支援 

①県産米の販売力強化支援 

県産米の契約数量の維持・拡大、販

売単価の維持を図るためのＪＡ・生

産者組織の取組を支援 

［助成率］1/2 

②需要に応じた生産の仕組みづくり 

   セーフティネット加入や収益性の

高い水田園芸等の他作物への転換に

取り組む地域農業再生協議会の活動

を支援 

  ［助成率］1/2 

［助成上限額］50万円 

③多収穫米施設等整備支援  【新規】 

コスト削減のため多収穫米の生産

面積拡大に必要な施設整備を支援 

［助成対象者］ 

認定農業者、集落営農等 

［助成率］1/3 

［助成上限額］1,000万円 

④低コスト生産加速化支援 

   広域で低コスト生産の仕組みづく

りに取り組む担い手の機械・施設整

備を支援 

［助成率］1/2 

 ［助成上限額］500万円 

⑤主食用米からの作付転換支援【新規】 

・加工用米や麦・大豆等の転換作物の

作付、飼料用米の作付面積の拡大

を支援 

 ［助成額］ 

・転換作物の作付 

加工用米   5,000 円/10a 

麦・大豆   2,500 円/10a 

高収益作物 10,000 円/10a 等 

・飼料用米の作付面積拡大 

    3,000 円/10a 

・主食用米から戦略作物等への作付

転換に取り組む担い手の機械・施

設整備を支援 

[助成率］1/2 

[助成上限額］500 万円 

 
農林水産部 
[農業経営課] 

[農畜産課] 

 



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

 

47 

 

  

浜田港コンテナ航

路緊急対策支援事

業 

 

 

20,000 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による

世界的なコンテナ需給のひっ迫や、浜田

港国際コンテナ航路の船運賃高騰への対

応として、緊急支援を実施 

 

 

商工労働部 
[しまねブラン

ド推進課] 

 

48 

 

 

 

 

非正規労働者等の

正社員化支援事業 

 

 

2,911 

［うち補正］ 

2,911 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り不安定な雇用状況にある非正規労働者

の正社員化、及び人材不足業種への労働

移動を進めるため、合同企業説明会を実

施 

 ［対象業種］ 

  製造、建設、介護、ＩＴ など 

 

 

商工労働部 
[雇用政策課] 

 

 

49 

 

 

 

 

外国人材受入企業

支援事業 

 

 

20,254 

［うち補正］ 

20,254 

 

 

外国人技能実習生等を受け入れる県内

小規模事業者を対象に、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により入国時に必要と

なる一定期間の待機に要する宿泊費用の

一部を助成 

［助成上限額］ 

受け入れ１人あたり５万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工労働部 
[雇用政策課] 

 



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 
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若年者の県内就職

の促進 

 

 

82,460 
［うち補正］ 

31,000 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響によ

り学生の就職活動に制限がかかる中、県

内外の学生や保護者等に県内企業で働く

魅力を伝え、学生の県内就職を促進 

 ［実施内容］ 

  ・「若者の県内就職の促進に関する業

務協定」により連携する（株）マイ

ナビのサイトに島根県のポータル

ページを開設するとともに、県外

の合同企業説明会に島根ブースを

出展          【新規】 

  ・保護者向けの情報発信や就活セミ

ナーを開催 

  ・就職活動の本格化にあわせて、ＷＥ

Ｂ合同説明会として県内 200 社の

動画を公開 

  ・大学を巡回「キャラバン」して、就

職活動中の女子学生に、文系女子

が活躍している職種をＰＲ 

  ・女子学生の就職活動を支援するた

め、企業が取り組む若者を惹きつ

ける情報発信の改善「採用ブラン

ディング」を支援 

   ［助成率］1/2 

 ［助成上限額］300万円 

・県内企業が大手就活サイトを活用

して情報発信を強化する際に必要

な登録経費の一部を助成 

   ［助成率］1/3 

    ［助成上限額］30万円 

・専門家を派遣し、県内企業の採用

活動の改善に向けた分析・助言を

実施 

 

 
商工労働部
[雇用政策課] 

 

51 

  

島根の職人育成事

業 

 

18,289 

［うち補正］ 

8,000 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響によ

り職人の育成・確保の取組が制限される

中、次世代を担う技能者の確保に向けた

取組を実施 

 ・技能振興イベントの開催 

・「島根の職人技」をＰＲする動画を作 

 成 

 ・技能検定受検料の減免を実施 

 

商工労働部 
[雇用政策課] 

 

 

 



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 
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交通系ＩＣカード

整備支援事業 

 

96,314 
［うち補正］ 

96,314 

 

 

 新型コロナウイルスの感染防止や利便

性向上等のため、公共交通事業者が実施

する設備整備に要する経費を助成 

［助成対象者］ 

   石見交通株式会社 

 ［助成対象経費］ 

   交通系ＩＣカード導入経費 

 ［負担割合］  

   国 1/3・県 1/3・市町 1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地域振興部 
[交通対策課] 



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 
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新規 

 

営業時間短縮要請

協力金 

 

 

 

 

 

 

 

2,500,000 
［うち補正］ 

2,500,000 
 

 

「まん延防止等重点措置」の適用に伴

い実施する、飲食店等に対する営業時間

の短縮等の協力要請をふまえ、協力店舗

に対して協力金を支給 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工労働部 
[商工政策課] 

飲食店等への営業時間の短縮等の要請内容

対象区域 県内全域

対象期間 令和４年１月27日（木）～２月20日（日）25日間

食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店等

【対象外店舗】客室、客席、飲食する場所を設けていない店舗など

（対象外店舗例）

宅配・テイクアウト、コンビニ等のイートイン、飲食スペースのないキッチンカー、

宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設等

対象店舗

要請内容

　島根県新型コロナ対策認証店（以下、「認証店」という）以外の飲食店等について
は、営業時間を午前５時から午後８時までの範囲内とし、酒類の提供（持ち込みを含
む。）は行わないこと。
　認証店については、次のいずれかを選択して対応すること。
　① 営業時間を午前５時から午後９時までの範囲内とし、酒類の提供（持ち込みを
　　含む。）を可能とする。ただし、酒類の提供（持ち込みを含む。）は午後８時
　　までとする。
　② 営業時間を午前５時から午後８時までの範囲内とし、酒類の提供（持ち込みを
　　含む。）は行わない。
　飲食の際の人数は、同一グループの同一テーブルでの使用を４人以下とすること。
　この営業時間短縮要請については、準備期間を考慮し、１月３０日までに開始する
こと。
　この要請に協力した店舗には、要請に協力した期間に応じて、別に定める協力金を
支給する。

⑴

⑵

⑶
⑷

⑸

協力金の内容

・ 通常の営業終了時間が午後８時を超えていること

※ただし「島根県新型コロナ対策認証店」で午後９時までの営業を選択する場合は、

　通常の営業終了時間が午後９時を超えていること

・ 原則、全ての期間において島根県の要請に協力すること

　 ただし準備のために協力開始が１月27日に間に合わない場合には、１月30日までに

　 協力を開始し２月20日までの全ての日において協力した場合には要件を満たすこと

　 とし、この場合、支給額は協力した日数に応じた算定とする

※「島根県新型コロナ対策認証店」は令和４年１月26日までに認証された店舗が対象

・ 感染防止対策を実施

・ 協力金の支給後に、店名、住所、要請に応じた期間、営業時間、酒類の提供の有無

　 などの実績を公表することに同意すること

主な
支給要件



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)　支給単価（１店舗あたり１日あたり）

①　中小企業等

区分 営業時間 酒類提供

非認証店 午後８時まで なし

午後９時まで 可能

午後８時まで なし

②　大企業

区分 営業時間 酒類提供

非認証店 午後８時まで なし

午後９時まで 可能

午後８時まで なし

※中小企業においても、この方式を選択可

(2)　支給額　：　（(1)の支給単価）　×　（要請に応じた期間の日数）

算定日数

２５日

２４日

２３日

２２日

申請期間 要請期間終了後、概ね１ヶ月間を予定

　準備期間を取り入れた場合

 ① １／28 ～ ２／20の場合

 ② １／29 ～ ２／20の場合

認証店

（前年、前々年同期の１日あたりの売上高減
少額が500,000円以下の場合）
売上高減少額の４割　又は
１日あたりの売上高の３割のいずれか低い額

（前年、前々年同期の１日あたりの売上高減
少額が500,000円超の場合）
２０万円　又は
１日あたりの売上高の３割のいずれか低い額

（前年、前々年同期の１日あたりの売上高減
少額の４割）上限２０万円

要請に応じた期間

　全期間（１／27 ～ ２／20）の場合

支給額

単価

(前年、前々年同期の１日の売上高の４割)
３万円～１０万円

認証店

(前年、前々年同期の１日の売上高の３割)
２．５万円～７．５万円

(前年、前々年同期の１日の売上高の４割)
３万円～１０万円

 ③ １／30 ～ ２／20の場合

単価

（前年、前々年同期の１日あたりの売上高減
少額の４割）上限２０万円


